
【夏期】清掃作業員（会計年度任用職員）募集要項 

募集人数 ２名程度 

勤務場所 
江東区清掃事務所 

江東区潮見１－２９－７ 

職務内容 江東区内のごみ集積所でのごみ収集作業 

応募資格 

（求められ

る能力） 

（１）心身健康で頑強な方 

（２）協調性があり、業務に対し強い責任感がある方 

（３）服務規律及び職場のルールを遵守して業務に取り組むこ

とができる方 

（４）業務上知り得た個人情報等の秘密を守れる方（その職を

退いた後も同様とする） 

（５）日本国籍を有しない方も応募できます。ただし、永住者

等または就労の資格外活動許可を有する方で、業務上支

障のない日本語ができる方 

任期 

令和７年８月１日から令和７年１０月３１日まで 

＊原則として、採用後１か月間は、条件付き採用期間となり

ます。 

勤務日数 

月１８日以内 

 ＊原則として日曜日及び祝日の勤務なし 

週あたりの勤務日数、週によって異なる勤務日数等の希望があ

る場合は相談に応じます。 

勤務時間 
午前７時４０分から午後３時２５分まで（実働６時間４５分） 

＊所定勤務時間を超える勤務：なし 

報酬 

報 酬    日額 １０，１７２円 

特殊勤務手当 日額    ７００円 

通勤費    上限額５５，０００円／月 

＊特別区人事委員会勧告等の状況により変更される場合があ

ります。 

加入保険 
東京都職員共済組合、厚生年金保険、雇用保険 

 ＊任用期間、勤務日数により対象とならない場合あり 

応募方法 

会計年度任用職員申込書（カラー写真貼付）に必要事項を記入

の上、令和７年７月４日（金）１６時までに郵送または持参

（必着） 

＊提出された申込書は返却いたしません。 

選考方法 選考方法：書類選考後、個別面接方式 



 

面 接 日：個別に面接日等をご連絡いたします。 

選考場所：清掃事務所（江東区潮見１－２９－７） 

注意事項 

地方公務員法第１６条に該当する以下の方は応募できません。 

（１）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ

の執行を受けることがなくなるまでの者 

（２）江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日

から２年を経過しない者 

（３）人事委員会又は公平委員会の職にあって、第６０条から

第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその

下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、またはこれに加入している者 

申込み・問い

合わせ先 

〒135－0052 江東区潮見１－２９－７ 

江東区清掃事務所管理係 

電話番号  ０３－３６４４－６２１６ 


